令和８年度　西和賀町観光魅力向上事業補助金募集要項




　西和賀町観光協会では、西和賀町における魅力ある観光コンテンツの新規造成や既存事業の高付加価値化に取り組む町内事業者を支援することを目的に補助金を交付します。
　本補助金の交付を希望される方は、交付要綱をご確認の上申請ください。
１ 補助対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　町内に事業所等を有する法人、団体、個人とします。
２ 補助対象事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　西和賀町における有形・無形の地域資源を活用した体験・滞在型プログラムやツアー等を造成するもので、地域外からの誘客や交流・関係人口の拡大に資するとともに、将来的な継続が見込まれる事業とします。
３ 補助対象経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　(1) 観光コンテンツ等の造成及び実施に係る次の経費とします。
　ア　施設・設備の新設及び改修に要する経費
　イ　消耗品・備品購入費
　ウ　使用料、賃借料
　エ　チラシやホームページの制作等、造成した観光コンテンツの情報発信に要する経費
　オ　その他、観光コンテンツ等の造成及び実施に当たり必要となる経費
　(2)　ただし、次の経費は補助対象外とします。
ア　補助事業者における家賃、光熱水費、通信料等の経常的な経費
イ　(1)のアからウに掲げる経費のうち本事業の実施と直接関係しない経費
４　補助金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　１補助事業者当たり200,000円を上限とします。また、１補助事業者当たりの補助回数は年度内に１回とします。
５ 補助対象期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　補助金の交付を決定した日から令和９年３月30 日（火）まで
６ 申請方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　(1)　提出書類
ア 補助金交付申請書（様式第１号）
イ 事業計画書（様式第２号）
ウ 収支計画書（様式第３号）
　(2)　提出期限
　　　令和８年７月31日（金）まで
　(3)　提出先及び提出方法
　　　必要書類を西和賀町観光協会に郵送、持参又はメールにて提出してください。
　(４)　様式等の入手方法
　　　提出書類の様式は、西和賀町観光協会ホームページ掲載の交付要綱にあります。なお、連絡いただければ必要書類を郵送します。
７　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　提出された書類を審査の上、今年度は３者の採択を予定しています。

